
 
 

議案第４号 

 

高根沢町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

高根沢町職員の育児休業等に関する条例（平成４年高根沢町条例第３

号）の一部を改正する条例を、別紙のように定める。 

 

令和４年９月１日 

 

高 根 沢 町 長  加 藤 公 博   

  

 

議案第4号 - 1



【基準日】

【基準日】

基準日までに任期が満了するた

め、任期が更新されることを確

認する必要がある。

＜育児休業の取得要件＞

＜育児休業の取得要件＞

基準日までに任期が満了しない

ため、任期の更新を確認する必

要がない。

出生日 1歳6か月

57日間＋6か月 改正

改正前

改正後

任期１年

任期１年

  

 

高根沢町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「育児休業法」という。）及び人事院規

則の一部改正に伴い、本町においてもこれに準じ、育児休業をより柔軟に取得できる

ようにするため、所要の改正をしようとするものです。 

 

 

２ 改正内容 

 

（１）非常勤職員に係る産後パパ育休（子の出生日から 57日間以内にする育児休業）の

取得要件の緩和 

 

≪取得要件が緩和される例≫ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常勤職員の育児休業に係る「子が１歳６か月に達する日までにその任期（更新後

のものを含む。）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用され

ないことが明らかでない」との取得要件について、産後パパ育休を取得しようとする

場合には、「子が１歳６か月に達する日」とあるのを「子の出生日から 57日間より６

月を経過する日」とし、その要件を緩和します。 

（第２条第４号ア（ア）） 

 

 

  

【説明資料】高根沢町総務課 

議案第4号 - 2



　a

　b

　c 

【現行】

【改正後】

・配偶者と交替で育児休業する場合

・特別の事情

1歳到達日 1歳6か月到達日

1歳到達日 1歳6か月到達日

1歳6か月到達日1歳到達日

職員又は配偶者が育休 職員が育休

職員又は配偶者が育休 配偶者が育休

職員が育休

（２）非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

①非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が１歳６か月到達日とする要件につ

いて、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とします。

（第２条第４号イ（ア）、第２条の３） 

 

②非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が２歳に達する日とする要件につい

て、①と同様に、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可

能とします。（第２条の４改正部分） 

 

③子が１歳以上１歳６か月未満の期間における育児休業をしようとする場合におけ

る「１歳到達日の翌日の育児休業」について、①の改正後も、改正前と同様の取扱

いを可能とします。（第２条の３第３号） 

 

（３）育児休業の原則２回取得可に伴う措置 

   育児休業法の改正により、特別の事情にかかわらず、原則２回まで育児休業を取 

得することができるようになることに伴い、これまで特別の事情を認めるため必要

としていた「育児休業により子を養育するための計画」の申出が不要となることか

ら、この申出に係る規定を削ります。（改正前の第３条第５号） 

 

議案第4号 - 3



（４）産後パパ育休に係る期間 

産後パパ育休に係る期間について、人事院規則で定める期間に準じ、57日間と 

定めます。（第３条の２） 

 

（５）再度の育児休業取得に係る対象拡大 

非常勤職員に限定していた再度の育児休業取得に係る特別の事情に係る規定につ

いて、任期付職員を含むものに対象を拡大します。（第３条第７号） 

 

（６）その他所要の措置 

 （１）～（４）の改正に伴う条文の組替えその他所要の措置を講じます。 

 （第２条第４号イ（イ）） 

 

（７）経過措置 

施行の日より前に「育児休業により子を養育するための計画」により申し出た場

合の育児休業について、改正前の規定に基づき取り扱う旨を定めます。（附則第２条） 

 

 

３ 施行日 

令和４年 10月１日 

議案第4号 - 4



 

高根沢町条例第 号 

 

高根沢町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 高根沢町職員の育児休業等に関する条例（平成４年高根沢町条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条  第２条  

（４） 非常勤職員であって、次のいずれ

かに該当するもの以外の非常勤職員 

（４） 次のいずれかに該当する非常勤職

員以外の非常勤職員 

ア  ア  

（ア） その養育する子（育児休業法

第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６箇月に達する

日（以下「１歳６箇月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３

条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合にあっては

当該期間の末日から６月を経過す

る日、第２条の４の規定に該当する

場合にあっては当該子が２歳に達

する日）までに、その任期（任期が

更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び引き続

いて任命権者を同じくする職（以下

「特定職」という。）に採用されな

いことが明らかでない非常勤職員 

（ア） その養育する子（育児休業法

第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６箇月に達する

日（以下「１歳６箇月到達日」とい

う。）（第２条の４の規定に該当す

る場合にあっては、２歳に達する

日）までに、その任期（任期が更新

される場合にあっては、更新後のも

の）が満了すること及び引き続いて

任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に採用されないこ

とが明らかでない非常勤職員 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職

員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に

該当する非常勤職員（その養育する子

が１歳に達する日（以下この号及び同

条において「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が

する育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）

において育児休業をしている非常勤

議案第4号 - 5



 

職員に限る。） 

（ア） その養育する子が１歳に達する

日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２

条の３第２号に掲げる場合に該当し

てする育児休業の期間の末日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた

日。以下（ア）において同じ。）にお

いて育児休業をしている非常勤職員

であって、同条第３号に掲げる場合に

該当して当該子の１歳到達日の翌日

を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

 

（イ） その任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され、

又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育

児休業に係る子について、当該更新前

の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとするもの 

 

 ウ その任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非

常勤職員であって、当該育児休業に係

る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとするもの 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日） 

第２条の３  第２条の３  

（３） １歳から１歳６箇月に達するまで

の子を養育する非常勤職員が、次に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合（当該

子についてこの号に掲げる場合に該当

（３） １歳から１歳６箇月に達するまで

の子を養育するため、非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該子を養育する非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当して

議案第4号 - 6



 

して育児休業をしている場合であって

第３条第７号に掲げる事情に該当する

ときはイ及びウに掲げる場合に該当す

る場合、町規則で定める特別の事情があ

る場合にあってはウに掲げる場合に該

当する場合） 当該子の１歳６箇月到達

日 

する育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれ

に相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日（当該育児休

業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が

異なるときは、そのいずれかの日））の

翌日（当該子の１歳到達日後の期間にお

いてこの号に掲げる場合に該当してそ

の任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は当

該任期の満了後に特定職に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される

日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次に

掲げる場合のいずれにも該当するとき

 当該子の１歳６箇月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到

達日（当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げ

る場合若しくはこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日（当該育児休業の期間

の末日とされた日と当該地方等育児

休業の期間の末日とされた日が異な

るときは、そのいずれかの日））の翌

日（当該配偶者がこの号に掲げる場合

又はこれに相当する場合に該当して

地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日の翌日以前の日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をし

 

議案第4号 - 7



 

ようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする

育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）にお

いて育児休業をしている場合又は当

該非常勤職員の配偶者が当該子の１

歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当

してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日と

された日）において地方等育児休業を

している場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた

日）において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者が当該

子の１歳到達日（当該配偶者がする地

方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）

において地方等育児休業をしている

場合 

ウ （略） イ （略） 

エ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする

育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）後の

期間においてこの号に掲げる場合に

該当して育児休業をしたことがない

場合 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条

例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に

達するまでの子を養育する非常勤職員が、

次の各号に掲げる場合のいずれにも該当

する場合（当該子についてこの条の規定に

該当して育児休業をしている場合であっ

て次条第７号に掲げる事情に該当すると

きは第２号及び第３号に掲げる場合に該

当する場合、町規則で定める特別の事情が

ある場合にあっては同号に掲げる場合に

該当する場合）とする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条

例で定める場合は、１歳６箇月から２歳に

達するまでの子を養育するため、非常勤職

員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当

該子の１歳６箇月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休

業をしている非常勤職員であって、当該任

期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続

議案第4号 - 8



 

き採用される日）を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとする場合であ

って、次の各号のいずれにも該当するとき

とする。 

（１） 当該非常勤職員が当該子の１歳６

箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれ

に相当する場合に該当して地方等育児

休業をする場合にあっては、当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日の翌

日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合 

 

（２） （略） （１） （略） 

（３） （略） （２） （略） 

（４） 当該子について、当該非常勤職員

が当該子の１歳６箇月到達日後の期間

においてこの条の規定に該当して育児

休業をしたことがない場合 

 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の人

事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間） 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただ

し書の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は、57日間とする。 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情） 

第３条  第３条  

 （５） 育児休業（この号の規定に該当し

たことにより当該育児休業に係る子に

ついて既にしたものを除く。）の終了後、

３月以上の期間を経過したこと（当該育

児休業をした職員が、当該育児休業の承

認の請求の際育児休業により当該子を

養育するための計画について任命権者

に申し出た場合に限る。）。 

（５） （略） （６） （略） 

（６） （略） （７） （略） 

（７） 任期を定めて採用された職員であ （８） その任期の末日を育児休業の期間

議案第4号 - 9



 

って、当該任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしているもの

が、当該任期を更新され、又は当該任期

の満了後引き続いて特定職に採用され

ることに伴い、当該育児休業に係る子に

ついて、当該更新前の任期の末日の翌日

又は当該採用の日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとするこ

と。 

の末日とする育児休業をしている非常

勤職員が、当該育児休業に係る子につい

て、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用され

ることに伴い、当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとすること。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事

院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１

号の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間は、57日間とする。 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日前に改正前の高根沢町職員の育児休業等に関する条例第３条

第５号の計画を提出した職員に対する同条（同号に係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。 

議案第4号 - 10


